
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ．１２６ 

発 行  ２ ０ ２ １ . ２ . ５ 

東日本旅客鉄道労働組合 

ステーションサービス協議会 

 
ステーションサービス 

LINE
 

    「就業規則の改正等について」に 

      関する申し入れ 

㈱JR東日本ステーションサービスから「就業規則の改正等について」説明を受け、議論を

行ってきました。今回の改正による疑問と不安を解消し、組合員・社員の働きがいを向上させ

るために、以下の８項目を２月５日に会社に対して申し入れを行いました。 

不安・疑問解消、働きがい向上のために 

団体交渉をおこなっていきます！ 

 申２号 

共
に
頑
張
ろ
う
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